建築確認申請手数料免除のお知らせ

	３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震及びその後の余震（東日本大震災）により，被害にあわれた方々に対して心よりお見舞い申し上げます。
当財団では，被災者支援の一環として，全半壊した住宅の改築等を行う建築確認申請手数料について，下記により無料とさせていただきます。
一日でも早い復興をお祈り申し上げます。
平成２３年５月２０日
財団法人　茨城県建築センター


記

１．対象建築物について

· 自己が居住する戸建住宅。(貸家・長屋建て・共同住宅は除きます。)

· 併用住宅（住宅が事務所，店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの）である場合は，当該兼ねる部分の延べ面積が当該住宅の延べ面積の2分の1未満であるものに限ります。…棟毎で判断
· 工事種別は，新築・改築・敷地内移転とします。…棟毎で判断
※　離れ住宅は対象にはなりません。
２．対象者について

· 東日本大震災により住宅が全半壊し新たに戸建住宅を建築する者で，県内市町村が発行した「り災証明書」で「全壊」「大規模半壊」「半壊」のいずれかの証明書の交付を受けた者若しくは同居するご家族。

３．免除の範囲

· 建築確認申請手数料を無料とします。

· 構造計算書の添付を要する場合の手数料加算分，天空率を用いた場合の手数料加算分については，別途定めた手数料が必要になります。

３．対象期間について
· 平成２３年５月２０日から平成２４年３月３１日までに受理した建築確認申請
４．添付書類について

· 県内市町村が発行した「り災証明書」の写し

· 建築物確認申請手数料免除申請書（別記様式）

詳しくは，財団法人　茨城県建築センターにお問合せください。

	本部事務所
	水戸市笠原町978-30
	029-305-7300

	県南事務所
	つくば市松代1-18-1
	029-860-8088

	県西事務所
	古河市諸川1064-1
	0280-75-2600


建築物確認申請手数料免除申請書

	平成　　年　　月　　　日

財団法人　茨城県建築センター　殿
建築主　　住所
氏名　　　　　　　　　　　　印
平成23年3月11日に発生した東日本大震災により，住宅が被災したので　　建築物確認申請手数料の免除を申請します。


	建築主　住所
氏名
	

	代理者資格

住所・氏名・印

建築士事務所名
	(　　)建築士(　　)登録第　　　　号

印

(　　)建築士事務所登録第　　　　号電話　　　　　　 番

	敷地の地名地番

	

	り災証明の区分

	全壊　　・　　大規模半壊　　　・　　半壊

	申請者と「り災証明受給者」の関係
	　　本人　　　　・　　同居する家族

	住宅の延べ面積

	㎡
	手数料の免除額　　　　　　

円

	※受付欄
	※決裁欄
	※承認欄
平成　　年　　月　　日

第　　　　　　　　　号


注１　※印欄は，記入しないこと。

注２　県内市町村長が発行した「り災証明書の写し」を添付すること。

注３　手数料が免除されるのは，自己が居住する一戸建住宅（住宅が事務所，店舗その他これらに類する用途を兼ねるものである場合は，当該兼ねる部分の延べ面積が当該住宅の延べ面積の2分の1未満であるものに限る。）で，平成24年3月31日までに受理された建築確認申請書が対象になります。
